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現況                                     
● 地球温暖化に対する世界や国の動向 
 大気中の温室効果ガス濃度は右肩上がりで上昇しており、地球温暖化が着実に進行しています。その結果、世

界中で異常気象や大規模な自然災害が発生し、気候変動問題への対策は今や待ったなしの状況となっています。

地球温暖化に関する国際的な研究機関である「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」の第６次報告書によると、

今世紀末の気温は、化石燃料依存型の温室効果ガス最大排出シナリオの場合、3.3℃～5.7℃上昇すると予想され

ており、同報告書では、「人間活動による温暖化の影響は疑う余地がない」と指摘しています。これにより、平成

27年（2015年）に開催された国連気候変動枠組条約第 21回締約国会議（COP21）で採択された「パリ協定」にお

いては産業革命前からの世界の平均気温上昇を「２℃未満」に抑えることになっていましたが、令和３年（2021

年）に開催されたCOP26においては、1.5℃未満に抑える努力を追求することが合意されています。令和５年（2023

年）に開催されたCOP28の成果文書に「2035年までに排出量を2019年比で60％削減する必要があると認識する」

と盛り込まれました。 

 我が国においては令和７年（2025年）２月に「地球温暖化対策計画」や「エネルギー基本計画」等が改定され、

温室効果ガス排出量の削減目標を新たに 2035年度に60%、2040年度に73%と設定され、発電量全体に占める再生

可能エネルギーの割合を2040年度に４～５割程度と設定されました。 

 

 

● 温室効果ガス排出の状況 
 県域の温室効果ガス排出量は、平成 24 年度をピークに減少していますが、2030 年度の目標達成に向けて各部

門において更なる省エネ・再エネ導入を進める必要があります。 

 また、本県における部門別の二酸化炭素排出量の割合は、産業部門からの排出量が約半数を占めています。（図

3-2） 

図3-1 県域の温室効果ガス排出状況                                図3-2 県域の部門別二酸化炭素 

排出量割合（2022年度） 

 

 

 

  

 

 第３章 ＣＯ２ネットゼロ社会づくり 

＜SDGs＞ ＜MLGs＞ 
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● 本県における地球温暖化の影響 
 本県の年平均気温（彦根）は、100年あたり約1.4℃の上昇となっています。年平均気温の上昇にともない、水

稲においては、白未熟粒や胴割粒といった外観品質の低下、自然生態系においては、県内ではあまり見られなか

った南方系の蝶の増加など、本県においても、その影響が様々な形で現れています。 

 本県の年平均気温は、将来気候で最大約4.3℃の上昇が予測（「地球温暖化予測情報第９巻（気象庁、2017年）」

に基づく気候予測）されており、今後、蚊やダニなどの分布可能域が変化することによる感染症リスクの増加、

渇水被害の発生など、さらに深刻な影響が現れることも考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

滋賀県（彦根）の年平均気温変化 

出典：「気候変動適応情報プラットフォーム」令和７年７月25日利用 

https://adaptation-platform.nies.go.jp/data/jma-obs/index.html 

 
滋賀県ＣＯ２ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例  ＜ＣＯ２ネットゼロ推進課＞  

 気候変動影響に適切に対応しつつ、温室効果ガスの排出量と吸収量の均衡を保ち、そのための取組を通じて

健全で質の高い環境の確保、県民生活の向上、経済の健全な発展が統合的に実現される「ＣＯ２ネットゼロ社会」

の実現に向けた取り組みを推進していくこととしています。 

 「ＣＯ２ネットゼロ社会」の実現に向け、2050 年までの温室効果ガス排出量実質ゼロの目標を掲げるととも

に、再生可能エネルギーの導入促進や気候変動適応の取組なども定めることにより、ＣＯ２ネットゼロ社会づく

りを推進し、もって現在および将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与し、併せて地球温暖化の防止に

資することを目的とした「滋賀県ＣＯ２ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例」として改正し、令和４年

（2022年）４月より施行しています。 

 

滋賀県ＣＯ２ネットゼロ社会づくり推進計画  ＜ＣＯ２ネットゼロ推進課＞  

 令和２年（2020年）１月に、2050年までにＣＯ２排出量実質ゼロを目指す「しがＣＯ２ネットゼロムーブメン

トキックオフ宣言」を行いました。 

 2050年の「ＣＯ２ネットゼロ」の実現に向けた取組を通じて地域の持続的な発展をも実現する「ＣＯ２ネット

ゼロ社会づくり」を推進し、より豊かな滋賀を次の世代に引き継いでいくため、従来の「温暖化対策」と「エ

ネルギー政策」を一体的かつ効果的に進めていくため、従来の計画を見直し、令和４年（2022年）３月に「滋

賀県ＣＯ２ネットゼロ社会づくり推進計画」（計画期間：令和３年度から令和 12年度）を策定しました。 

国の「地球温暖化対策計画」や「エネルギー基本計画」等が改定され、新たな削減目標が掲げられたことな

どを踏まえ、長期的に「ＣＯ₂ネットゼロ社会づくり」を着実に推進するため、令和７年度に計画の見直しを行

います。（計画期間：令和３年度から令和 22年度） 

■ 基本方針 

 従来から進めてきたエネルギー消費量の削減（省エネ）と、再生可能エネルギーの導入拡大を推進し、温室

効果ガス排出量の削減を目指します。 

 また、温室効果ガス排出量の削減のみを目指すのではなく、３つの視点（持続可能、グリーン・リカバリー、

地域循環）を重視し、地域や産業の持続的な発展にもつながる「ＣＯ２ネットゼロ社会」の実現を目指すことと

します。 

 

■ 2030年度の目標 

 温室効果ガス排出量は、711万ｔ-ＣＯ２（2013年度比で50％減）、再生可能エネルギー導入量は 176.6万kWを

目標と設定しました。なお、これらの目標に満足することなく、さらなる高みに向けて挑戦していきます。 
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■ ＣＯ２ネットゼロ社会の実現に向けた挑戦 

 「地域づくり」「人づくり」「社会経済活動」など、様々な取組によって、単に温室効果ガス排出量を削減する

だけではなく、「快適なライフスタイルへの転換」「競争力のある産業の創出」「ムーブメントの創出」などの８本

の柱を掲げ、ＣＯ２ネットゼロ社会の実現に向けて挑戦を進めていきます。 

 

 

 

ＣＯ２ネットゼロ社会づくり  ＜ＣＯ２ネットゼロ推進課＞  

● 快適なライフスタイルへの転換 

■ スマート・ライフスタイルの普及促進 

 本県では平成 17 年度から、住宅用太陽光発電の余剰電力として売

電をした電力量に応じて助成する全国初の取組を開始し、平成 21 年

度からは住宅用太陽光発電の設置に対する補助を行っています。 

 令和５年度からは、個人の既存住宅において太陽光発電や高効率給

湯器、蓄電池等の「再エネ・省エネ設備」を設置される方を対象にし

た補助について、断熱改修や PPAモデルを活用した太陽光発電の導入

に対する補助を新たに追加しました。さらに、令和７年度からは地球

温暖化対策推進法に基づく促進区域内における再エネ導入を強化す

るための補助制度の見直しも行い、断熱・省エネ性能の向上による快

適なライフスタイルの実現に向けて支援を大幅に強化しています。 
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◆ 住宅用太陽光発電システム導入状況（累積ベース） 

 

 

 

 

【出典：（平成17年度～20年度） 一般社団法人 新エネルギー導入促進協議会調査データ、（平成21年度～25年度） 

住宅用太陽光発電補助金（J-PEC）交付件数、（平成26年度～）FIT公表データ（10kW未満の新規・移行認定分）】 

 

■ 住宅のＺＥＨ化の推進 

 ＣＯ２ネットゼロ社会づくりの実現および安全で持続可能なまちづくりを目指し、本県では、ＺＥＨ（ネット・

ゼロ・エネルギー・ハウス）の新築に対し補助を行っています。 

ＺＥＨ（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）とは 

  住宅の高断熱化と省エネルギー設備機器により消費エネルギーを減らしつつ、太陽光発電等によりエネルギ 

ーをつくることで、１年間で消費する住宅の一次エネルギー量の収支をゼロとすることを目指した住宅のこと 

です。 

 

■ 次世代自動車等の普及促進 

 県域の二酸化炭素の排出量における運輸部門の割合は約 20％でありそ

のうちの90％以上が自動車から排出されています。運輸部門からの二酸化

炭素排出量を減らすためには、鉄道やバスなどの公共交通機関や自転車を

積極的に利用したり、自動車の運転時にはエコドライブを実施したりする

ことが必要となります。しかし、日常生活や産業活動において自動車の利

用は欠かせないものであることから、これらに加えて車両の燃費向上や環

境負荷の少ない次世代自動車を積極的に利用していくことも重要です。 

 一般的に次世代自動車とはハイブリッド自動車、電気自動車（以下、「Ｅ

Ｖ」という。）、プラグイン・ハイブリッド自動車（以下、「ＰＨＶ」という。）、

燃料電池自動車（以下、「ＦＣＶ」という。）、クリーンディーゼル車、天然

ガス自動車などを指しますが、本県では特にＥＶ、ＰＨＶ、ＦＣＶの普及促進に取り組んでいます。 

 これまで、経済産業省の「次世代自動車充電インフラ整備促進事業」を活用することにより、県内における充

電インフラの整備を進め、ＥＶやＰＨＶの普及促進を図ってきましたが、令和４年度からは再生可能エネルギー

（太陽光発電）由来の電力の使用を前提としたＥＶ、ＰＨＶおよびＦＣＶの導入に対し補助を開始しました。ま

た、商業施設・宿泊施設、事業所・工場、マンション等への充電設備の設置に対する補助を開始し、更なる次世

代自動車の普及を図っています。さらに、令和７年度からは事業者および自治体職員向けに電気自動車活用セミ

ナーを開催し、社用車・公用車としての電気自動車の導入を促進するとともに、公用車を活用したＥＶカーシェ

アリング実証事業を開始し、ＥＶの利用機会の創出・移動手段の多様化を図っています。 

 

■ エコドライブの推進 

 自動車の使用に伴う温室効果ガスの排出の抑制を図るため、自動車・運輸関係団体と連携し、エコドライブ（環

境に配慮した自動車の運転）やアイドリング・ストップの実践のため普及・啓発に努めています。 

 

 

燃料電池自動車（ＦＣＶ） 
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● ＣＯ２を排出しない地域づくり 

■ 事業者における省エネ・再生可能エネルギー等の導入促進 

 事業者自らの温室効果ガス排出量削減に関して、本県では具体的な取組として、中小企業者等の計画的な省エ

ネ行動を支援するため、LED 照明などの省エネ設備への改修や太陽光発電設備などの再生可能エネルギー等設備

の導入、省エネ診断を受けるための専門家の派遣に対して支援を行っています。 

 令和７年度からは地球温暖化対策推進法に基づく促進区域内における再エネ導入を強化するための補助制度の

見直しも行い、事業者における省エネ・再生可能エネルギー等の導入支援を強化しています。 

 

■ ＣＯ２ネットゼロ社会に対応する企業活動への支援 

 省エネ製品や太陽光発電設備などの再エネ製品などの生産・普及は、ＣＯ２ネットゼロ社会づくりを進める上で

重要です。 

 本県では、製品やサービスの提供を通じて他者の温室効果ガス排出量の削減に貢献する事業活動を定量的に評

価する手法を確立し、その普及を図ることで、ＣＯ２ネットゼロ社会づくりに貢献する事業者を応援しています。 

 また、オフィスにおける温室効果ガス排出削減対策を推進するため、関西広域連合と連携して関西脱炭素アク

ション（夏冬エコスタイル等）による、節電などの省エネルギーの推進に取り組んでいます。 

 

■ 農林水産業におけるＣＯ２ネットゼロ実現        ＜農村振興課、みらいの農業振興課、森林政策課＞  

＜ＣＯ２ネットゼロに配慮した農業・水産業の推進＞ 

 自然環境に配慮した生産性の高い農業を目指すことで、多面的な役割を有し、安全で安心な農産物を生産する、

将来にわたって持続的な滋賀の農業・水産業の実現に取組みます。 

 

〇 環境こだわり農業やオーガニック農業の拡大 

 環境こだわり農業をはじめとする温室効果ガスの排出量がより少ない農業を推進するとともに、環境こだわり

農業の柱の一つとしてオーガニック農業を推進します。また、近江米新品種「きらみずき」について、オーガニ

ック栽培をはじめ農薬や化学肥料を極力使わない環境こだわり栽培に限定し、持続可能な農業のシンボルと位置

付け、本県の環境こだわり農業のより一層の深化を図ります。 

 

  
 

〇 農業・水産業の省エネルギー化 

 地産地消の推進による農水産物等の輸送エネルギーの削減、農業水利施設等の整備において、省エネ化に取り

組みます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜森林吸収の強化のための基盤づくり＞ 

 森林資源を有効に活用し循環的な利用を推進することにより、林業・木材産業の成長産業化と森林資源の適切

な管理の実現を図り、二酸化炭素吸収量の確保や排出削減等に貢献します。 

温室効果ガス（メタン）の発生を削減

する「長期中干し」のための溝切作業 近江米（左：オーガニック「こしひかり」、右：「きらみずき」） 

ため池法面での太陽光発電の設置 地産地消を進める農産物直売所 
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〇 林業の成長産業化 

 間伐や主伐・再造林等による二酸化炭素吸収量の確保に加え、積極的な木材利用による炭素貯蔵・二酸化炭素

排出削減の取組を進めます。 

 

  
 

● 産業の創出                          ＜ＣＯ２ネットゼロ推進課＞  

■ ＣＯ２ネットゼロ社会づくりへの製品等を通じた貢献量評価の推進 

 ＣＯ２ネットゼロ社会づくりには、節電や省エネ行動の広がりはもちろんですが、本県ではそれらの取組を支え

る省エネ製品の開発、環境配慮型のサービスの提供も重要との考え方から、企業の事業活動を通じたＣＯ２ネット

ゼロ社会づくりへの貢献を定量的に評価する「貢献量評価」を推進しています。 

 「滋賀県ＣＯ２ネットゼロ社会づくりの推進に関する条例」に基づく事業者行動報告書では、令和６年度に129

件の貢献取組について報告がありました。そのうち年間のＣＯ２削減量として換算が可能な 19件についての貢献

量（県内の事業所が、温室効果ガス排出削減に貢献した量）を試算(※)すると、およそ 28.3万ｔ-ＣＯ２、県域の

温室効果ガス排出量の約5.4％に相当する値となりました。 
※記載をもとに換算可能な取組のみを算定したものであり、本県産業全体に拡大推計したものではありません。また、結果は実態と比較して過大評価・過小評価のどちらの可

能性もありうるものです。 

◆ 事業活動を通じたＣＯ２ネットゼロ社会づくりのイメージ 

 

 

● 地域の活性化 

■ 地域課題の解決につながる脱炭素先行地域づくりの推進  ＜ＣＯ２ネットゼロ推進課＞  

 地域課題を解決し、住民の暮らしの質の向上を実現しながら脱炭素に向かう取組の方向性を示す全国のモデル

地域（脱炭素先行地域）として、令和４年度に米原市および湖南市が環境省から選定され、県や民間企業ととも

に事業を実施しています。 

 

 〇「農山村の脱炭素化と地域活性～米原市「ＥＣＯ ＶＩＬＬＡＧＥ構想」～」（米原市） 

   米原駅周辺の公共施設等に太陽光発電設備を導入するとともに、耕作放棄地等を活用した営農型太陽光発

電事業を行い、民生部門の脱炭素化を図るとともに地域活性化に向けた取組を進めていきます。 

 

 〇さりげない支えあいのまちづくりオール湖南で取り組む地域脱炭素化プロジェクト（湖南市） 

   福祉施設、公共施設、住宅、事業者施設、未利用地などへの太陽光発電や蓄電池等の導入や、林福連携に

より供給される木質バイオマス燃料を活用するバイオマスボイラー等の導入を進めることで、福祉施設への

安定的な電力供給を実現するとともに、すべての人々が活躍する場や地域のつながりの創出を目指す脱炭素

化を進めていきます。 

■ 県営姉川ダムにおける水力発電事業  ＜流域政策局、長浜土木事務所＞  

 ＣＯ２ネットゼロ社会づくりに向けた再生可能エネルギーの導入促進のため、治

水を主目的に建設・管理している姉川ダム（米原市曲谷）の維持放流水を有効活用

し、民間事業者による水力発電を平成 29年度から行っています。 

 水力発電所の出力は 900kW であり、計画年間発生電力量は、一般家庭 1,300 世

帯（米原市の1/10の世帯数）が１年間に消費する電力に相当する約 470万kWhで

す。 

適切な森林整備の促進による炭素の吸収促 公共施設への県産材の利用 

事業活動の 
ＣＯ２ネットゼロ 
社会づくりへ 
の貢献 

県営姉川ダムにおける水力
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■ ポンプ群制御によるVPP事業  ＜企業庁：浄水課＞  

 令和６年度から「容量市場」に参加しています。「容量市場」

は、将来見込まれる需要量にあわせて、あらかじめ「発電す

ることができる能力（供給力）」を確保しておくことで、電力

の安定供給を実現するものです。 

 企業庁では、電力需要が少ない時間帯に水道施設のポンプ

を運転しておき、需要が高まる時間帯にはポンプを停止する

ことで、電力逼迫時の供給力確保に貢献します。令和６年度

に電力逼迫時に抑制した電気量は計 26.9MWh となっていま

す。 

 

■ 管水路用マイクロ水力発電システム                   ＜企業庁：浄水課＞  

 上水道施設の送水管で発生する余剰圧力を活用して発電する「管水路用マイク

ロ水力発電システム」が、企業庁長福寺分水所（近江八幡市）において令和２年

度から発電を行っています。令和６年度の実績発生電力量は 151.2MWh で安定し

た発電を実現しています。 

 

 

 

■ ＣＯ２ネットゼロヴィレッジ創造事業  ＜農村振興課＞  

 農村地域に潜在する再生可能エネルギーの地産地消を図る「滋賀県ＣＯ₂ネットゼ

ロヴィレッジ推進方針」を令和７年３月に策定し、地域が主体となった再生可能エネ

ルギーの取組を推進することで農村地域におけるＣＯ₂ネットゼロ社会の実現を目指

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● イノベーションの創出 

■ 水素エネルギーの利用の促進                     ＜ＣＯ２ネットゼロ推進課＞ 

「内陸工業県」や「交通の要衝」といった本県の特徴を踏まえ、各地域の工場や物流拠点

など、産業分野における水素の利活用促進を図るべく、令和６年度は「燃料電池フォークリ

フトの試験導入および移動式水素ステーションを用いた水素充填の巡回供給の実証ならび

に効果検証を行いました。また、「燃料電池フォークリフト」と「水素熱利用」について、水

素設備メーカーやユーザー等からなるワーキンググループを開催しました。 

 

 

 

 

 

■ 県内の水素供給拠点の形成に向けて                         

 滋賀県内における水素供給拠点の形成に向けた検討を開始するため、令和７年５月に

企業等と連携した「しが水素拠点形成コンソーシアム」を設立しました。また、コンソー

シアムのキックオフイベントとして、令和７年６月に設立会合・セミナーを開催しまし

た。今後、本コンソーシアムで連携を図りながら、水素供給拠点の形成に向けた実現可能

性を探ってまいります。 

 

                                      コンソーシアムシンボルマーク 

管水路用マイクロ水力発電システム 

（近江八幡市長福寺町） 

農道法面を活用した 

太陽光パネル 

（日野町西明寺） 

農村地域にあふれる様々なエネルギーを活用 

再生可能エネルギーを 

「地域の課題を資源と捉え課題解決に」 

「売電ではなく地産地消へ」 

「地域住民が主体」 となった取組によって 

視点 

ベース 

「生活に溶け込んだ形で」 

ＣＯ₂ネットゼロ社会が実現している 

農村地域 

目指すべき姿 

移動式水素ステーションと 
燃料電池フォークリフト 
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ムーブメントの推進  ＜ＣＯ２ネットゼロ推進課＞  

 ＣＯ２ネットゼロ社会の実現に向けては、行政だけでなく県民や事業者、団体等のあら

ゆる主体が一丸となって取り組む必要があります。県では、あらゆる主体と連携して取組

を広めるべく、「しがＣＯ２ネットゼロムーブメント」を推進しています。 

 

■ 地球温暖化防止活動推進センター 

 温室効果ガスの排出削減のためには、１人ひとりがその重要性を意識して生活様式を見直していくことが大切

です。本県では、地球温暖化対策推進法に基づき、平成 12年（2000年）10月に（公財）淡海環境保全財団を滋

賀県地球温暖化防止活動推進センターに指定し、主に家庭を対象として、地球温暖化防止に関する啓発・広報活

動や相談・助言、地球温暖化防止活動推進員の活動支援などを行っています。 

■ 地球温暖化防止活動推進員 

 地球温暖化対策推進法に基づき、知事は地球温暖化対策に関する普及啓発や地球温暖化防止活動の推進に熱意

と識見を有する方を滋賀県地球温暖化防止活動推進員として委嘱しています。令和６年度からは第 13 期として

99名の推進員の皆さんによる学校や団体での講座の開催、イベントなどでの普及活動を行っています。 

 

■ ムーブメントPRの取組 

 令和６年度は広告動画を制作して、クイズなどを用いた県民参加型の懸賞企画を夏季と冬季の２回実施すると

ともに、県内のイベントに２回ブース出展して展示等を行い、ＣＯ２ネットゼロについて関心が薄い人々に対する

普及啓発を行いました。 

 

 

  

 

 

 

 

■ 次世代を担う若者によるＣＯ₂ネットゼロの発信 

 次世代を担う若者が、ＣＯ₂ネットゼロに資する取組を行う県内企業を取材し、記事

にして県ＨＰやＳＮＳで発信し、ＣＯ₂ネットゼロに向けた取組の周知を図りました。 

 

 

■ ネットゼロフォーラムしがの開催 

 「ＣＯ２ネットゼロ社会」の実現を目指しこれに向けた情報交流や具体的取組を促進する場として、企業や団体

等、多様な主体の方々に参画いただく「ネットゼロフォーラムしが」を開催しました。 

 令和６年度は「ネットゼロフォーラムしが」全体会を２回開催し、更に個別テーマによる分科会を各３回開催

しました。 

 分科会Ａ：【テーマ】自社から排出される温室効果ガス排出量の見える化 

 分科会Ｂ：【テーマ】商品・サービスのライフサイクル全体から排出される温室効果ガス排出量の見える化 

 

  

 

 

 

 

 

■ プラットフォームサイト「ゼロナビしが」の運営 

 ＣＯ２ネットゼロに係る「情報交流」「見える化」を進めるため、プラットフ

ォームサイト「ゼロナビしが」では県からの情報を発信しています。県内市町

の補助金情報や県内事業者等の取組紹介投稿が可能になっている等、双方向の

情報交流が可能となっています。また、県民向けクイズや動画等の情報も掲載

しており、サイトを通じた啓発活動も進めています。 

 よりわかりやすく、ＣＯ２ネットゼロにかかる情報を県内へ伝えていくため、

今後も「ゼロナビしが」を通じた「情報交流」「見える化を進めていきます。 
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■ しがＣＯ２ネットゼロみらい賞表彰制度 

 「しがＣＯ２ネットゼロムーブメント」の取組の一環としてＣＯ２ネットゼロ社会づく

りに関する特に優れた取組を行った県民、事業者および団体の功績をたたえるとともに、

取組を広く紹介することを目的とした「しがＣＯ２ネットゼロみらい賞」の表彰制度。第

４回目となる令和６年度では、「先進導入・実践部門」「製品・サービス部門」「地域づく

り部門」の３部門において、計 13社よりご応募いただき、うち５社が受賞されました。 

 

■ びわ湖カーボンクレジットの普及推進 

 滋賀県内の温室効果ガスの排出削減・吸収量増加活動により創出されるＪ－クレジットについて、本県の特長

を打ち出すため「びわ湖カーボンクレジット」と呼称し、普及促進を行っています。 

令和６年度はクレジットの活用支援に焦点を当て、クレジットの相談窓口の設置、勉強会の開催、伴走支援を

実施しました。 

 また、Ｊ-クレジット事務局の認証を受け、「びわ湖カーボンクレジット倶楽部クレジット」の販売を行いまし

た。 

 企業、団体の支援体制を整えて普及を促進し、「しがＣＯ２ネットゼロムーブメント」の機運醸成につなげてい

きたいと考えています。 
※Ｊ－クレジット制度とは：省エネ・再エネ機器の導入や適切な森林管理等の取組による、ＣＯ２などの温室効果ガスの排出削減量や吸収量を価値化したもの（カーボンクレ

ジット）を国が正式に認証する制度。 

気候変動への適応     

■ 気候変動適応策の推進  ＜琵琶湖環境科学研究センター＞  

 滋賀県で顕在化しつつある気候変動について、気候変動影響と

考えられる事象のデータや滋賀県民が実践している気候変動適

応策に関する情報を収集し、分野別および地域別に整理したデー

タベースを作成しました。 

 また、気候変動が琵琶湖に与える影響として渇水に着目し、琵

琶湖渇水が暮らしや農業、漁業などを中心とした社会に与える影

響について、市民参加で適応策の検討を行うワークショップを実

施しました。 

 

■ 気候変動適応策の普及啓発                           ＜ＣＯ₂ネットゼロ推進課＞  

 県民向けに「滋賀県気候変動適応ハンドブック」を発行し、気候変動とその適応策について周知しました。 

 

■ 農林水産業における気候変動への適応  ＜みらいの農業振興課＞  

 農林水産業における気候変動の影響への適応策については、気候変動の影響やリスクを最小限にする栽培の実

践や試験研究等に取り組みます。 

 

＜農業分野＞ 

・高温登熟性に優れた水稲「みずかがみ」と「きらみずき」

の作付を推進するとともに、引き続き、温暖化に対応し

た水稲新品種を育成します。 

・温暖化に伴う生育変化や病害虫の発生消長の変化を予測

し、栽培管理技術の確立と普及を図ります。 

・近年、大型化する台風等のリスク回避に向けて、園芸

用パイプハウス等の強靭化を推進します。 

 

＜畜産分野＞ 

・家畜に対する夏季の暑熱負荷軽減技術の普及を図りま

す。 

 

＜水産分野＞ 

・水産資源に対する水温上昇の生理的・生態的影響に関する調査研究を行います。 

 

＜林業分野＞ 

・気象災害の頻発等に対応するために、リスクの高い地区では適切な森林整備や治山対策に取組むとともに、ラ

イフライン沿いの森林は、防災・減災に強い森林整備等を推進します。 

農業技術振興センターでの 

温暖化に対応した水稲新品種
高温登熟性に優れた水稲 

「みずかがみ」の作付け推進 

屋根への消石灰の塗布 

 

大型扇風機の設置 


